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平成２４年度第 3回富里市国民健康保険運営協議会会議録（要点筆記） 

 

招集年月日 平成２４年１１月１５日 

招集の場所 富里市役所 別館２階 大会議室 

開会・閉会 

の  時  間 

開会  平成２４年１１月１５日 １３時５５分 

閉会  平成２４年１１月１５日  １４時４０分 

分 

◎会長 

○会長職務代理 

氏    名 出欠等の別 届出の有無 

◎池田  明 ○  

○大塚 良一 ○  

林田 美惠子 ○  

綿貫 文雄 ○  

大竹 俊子 欠 有 

田中 章三 ○  

我妻 道生 ○  

内田 啓二 ○  

麻野 邦子 欠 有 

会議録署名委員 池田 明 

説明のため出席 

した者の職氏名 

国保年金課長     栗原 智彦 

国保年金課副主幹  甲田 修巳 

国保年金課副主幹 新井 弘子 

 

 

職務のため出席 

した者の職氏名 

健康福祉部長   岩澤 新一 

国保年金課主査  岩舘  進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議に附した事件 別紙のとおり 

会議の経過 別紙のとおり 
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平成２４年度第３回富里市国民健康保険運営協議会会議次第 

 

日 時 平成２４年１１月１５日（木） 

午後２時～ 

場 所 別館２階 大会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ  

 

 

３ 議 題   

平成 24年度富里市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）(案)について 

   

 

 

 

 

 

 

４ その他 

富里市国民健康保険税相当額特別返還金支給要綱について 

   

 

 

 

次回会議予定 

  事務局（案） 平成２５年２月７日（木）午後 

  ※開催する場合は事前に通知します。 

 

  

   

５ 閉 会 
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○委員の意見    ⇒市の説明 

議 題   

平成 24年度富里市国民健康保険特別会計補正予算（第 2号）(案)について 

 

⇒ １ページになります。 

歳入・歳出にそれぞれ１００，４６９千円を増額し，総額で６，００１，６５７千円とするものです。 

保健給付費の一般保険者療養費負担事業において，一般被保険者療養費の中で柔整分が増加している

ため，５，７８４千円を増額補正するものです。後期高齢者支援金の平成２４年度の支援金額が決定

し，当初予算額を上回り，不足が生じますので，不足額４６７千円を増額補正するものです。諸支出

金では，平成２３年度療養給付費国庫負担金が概算交付されていますが，交付額の精算に伴い，９４，

２３８千円の返還金額を増額補正するものです。歳出全体で１００，４６９千円の増額補正となりま

す。増えた歳出額の財源として基金を取り崩して，歳入に１００，４６９千円を繰入れさせていただ

きます。１２月補正後の基金残高は，２８，６０７千円となります。 

 

○１億円を基金から繰入れして歳入・歳出で総額６０億円になりますが，これで３月は補正しなくて 

もだいじょうぶなのですか？ 

 

⇒３月までに不足すると思われるものだけを基金の範囲で繰入れましたが，歳出において，退職被保 

険者等療養給付費や一般被保険者療養給付費など不確定の部分がありますので，３月は，そこまでの 

範囲で整理させていただきます。 

 

⇒これから季節的なもので，流行性感冒の流行などによって，医療費の支払いが増えますので，こう 

したことが流動的な部分に挙げられます。 

 

○国庫負担金返還金について，予算額が１千円だったと思うのですが，９４，２３８千円は額が大き 

いが，もう少し額を小さく出来ないのですか？ 

 

⇒国からの負担金が１２億円程度あり，その内９４，０００千円の返納金は全体の８％弱になるが， 

額として見ると確かに大きな額ではあるが，全体の額で見るとそんなに大きな額とは言えない範囲だ 

と考えられますので，ご理解いただければと思います。 

 

⇒医療給付費国庫負担金については，当初，交付決定がされ，２月に変更申請を行うため，３月補正 

でも間に合わない状況です。また，２月の変更申請も，医療費については，見込額で交付されますの 

で，翌年に精算となります。交付額については，国から示された算式により交付されますので，市町 

村で変更することができません。その為，時期的に市で，対応できない現状がありますので，この額 

については，ご理解をいただきたいと思います。 

 

採決・・・挙手全員 
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その他 

富里市国民健康保険税相当額特別返還金支給要綱について 

⇒富里市国民健康保険税相当額特別返還金支給要綱の背景と経緯につきましては，平成２２年７月６ 

日最高裁において，遺族が年金形式で受給する生命保険金所得のうち相続税の課税対象となった部分 

については，所得税の課税対象とならないという判決が下されました。これを受けて，国税において 

は民法上の債権の消滅時効が１０年であることから，平成１２年分までの１０年間を対象として平成 

１７年分から平成２１年分の所得税について，所得更正して還付し，平成１２年分以降については特 

別還付金支給制度を創設して所得税相当額を返還しているところです。 

この取り扱いの変更に伴い，富里市では個人住民税において，平成２４年１月４日より，富里市個人

住民税保険年金返還金支給要綱を制定し，地方税法で返還のできない年度分について，返還金の支給

を行っているところです。国民健康保険税においても，所得割の算出基礎となる所得について変更が

なされる為，地方税法の規定により還付することができない５年を超える国民健康保険税相当額につ

いて，要綱を整備し返還するものです。これにより，納税者の不利益を救済し，円滑な行政運営と税

務行政に対する信頼を確保することを目的とします。 

対象人数は，１１月１日現在，個人住民税での，７名で，国民健康保険税では，申請該当年度におい

て被保険者の方の人数は６名で，影響額が７１９，２００円です。 

 

○いつ頃から実施しますか? 

 

⇒これで決まりましたら，今月からでもすぐに実施します。 

 

○近隣の市に於いて，返還しないという市がある中で富里市に於いても返還しないという選択もある 

のではないかと思うのですが? 

 

⇒最高裁の判決の出ている案件でもあり，同じ市の対応として，個人住民税は返して，国民健康保険 

税は返さないという理由が立たないということとありますし，所得割の算出基礎となる所得について 

変更がなされる為，地方税法の規定により還付することができない５年を超える国民健康保険税相当 

額について，要綱を整備し返還するべきという市長のご意向もございます。 

 

○今月施行ということだと予算の方は大丈夫でしょうか? 

 

⇒予算の方は大丈夫です。 

次回の会議 

平成 25年 2月 7日（木）午後 

 


